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国⽴⼤学法⼈九州⼤学

記載事項 更新の有無 記載欄
＜意⾒＞
 ガバナンス・コードに沿って、教育、研究、社会貢献機能を強化する仕組み
の構築につとめていると考えます。また、⼤学経営、運営など⼤学マネジメン
トにかかわる⼈材を幅広く養成するために、⼈事登⽤の⼯夫や能⼒養成のため
の研修などを進めており、今後の効果が期待できます。

① ⾃主財源の確保に関し、現在すでに様々な対策を⾏っているが、更にベン
チャー企業の育成、特許権の活⽤など、様々な資⾦獲得努⼒に取り組むべきと
考えます。（「補充原則１−３⑤」関係）
② 経営協議会の審議は、毎年度の予算要求内容や業務評価結果などよりも、
中⻑期的課題や⼤学の向かうべき⽅向について討論・議論できるよう更に⼯夫
が必要と考えます。（「基本原則3」関係）
③ ⼀般市⺠に向けてホームページに公開講座などの社会連携事業を紹介して
いますが、全体的に硬く難しい印象があるため、内容を分かり易く発信する⼀
層の⼯夫がなされることを期待します。（「原則４−１」関係）。
④ 学⽣がどのような教育成果を享受することができたのかを⽰す情報につい
て、カリキュラムのみでなく、結果を具体的に調査して公表することを検討す
べきと考えます。（「補充原則４−１②」関係）

＜意⾒への対応状況＞
① ⾃主財源の確保については、ベンチャー企業育成として平成29年度より研
究成果実⽤化の可能性について検証等を⾏う資⾦として「九⼤ギャップファン
ド」を実施しているところですが、令和3年度からは九⼤ギャップファンド修了
者を対象に新たな資⾦として「ステップファンド」を創設し、更なるスタート
アップ⽀援に取り組みます。また、特許権の活⽤としては、研究成果の事業化
に向けて、最適戦略とその実⾏を念頭におき、注⼒案件に対する知財戦略及び
費⽤の重点化、戦略⽴案ができるコーディネーターの獲得など知財マーケティ
ングの⾼度化を図ってまいります。
② 経営協議会からの⼤学経営に関する意⾒をしっかりくみ取れるよう、議事
の精査、資料の簡略化等を⾏いつつ、⼗分な意⾒交換の機会が確保できるよう
会議の進め⽅について⼯夫してまいります。
③ ⼀般市⺠向けの公開講座等の紹介については、ホームページ等の改善を
図ってまいります。
④ 学⽣が享受することができた教育効果については、卒業⽣を対象としたア
ンケートを実施しその結果を公表する等により、教育の質の向上につなげる取
組を実施してまいります。

【本報告書に関する経営協議会及び監事等の確認状況】

経営協議会による確認
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国⽴⼤学法⼈九州⼤学

＜意⾒＞
「国⽴⼤学法⼈ガバナンス・コード」にかかる適合状況等について、本学によ
る適合状況の点検結果の説明を受けるとともに、関連する諸規則や公表資料の
閲覧等により確認しました。確認の結果、本学の現時点における規模や特性に
応じたガバナンスの体制が整備され、本報告書はその適合状況等を適切に報告
しているものと認めます。
ガバナンス・コードが規範であることに鑑み、本学の規模・特性に応じたガバ
ナンス体制が継続的に改善され、強靭なガバナンス体制による戦略的な法⼈経
営と教育・研究・社会貢献機能の⼀層の強化が図られることにより、今まで以
上に、多様なステークホルダーの期待に応え、地域社会の発展に寄与する⼤学
であり続けるよう、今後も、その適合状況を確認してまいります。

なお、原則２−１−３の「理事や副学⻑等の法⼈の⻑を補佐するための⼈材の
責任・権限等」については、報告書の記載内容では補佐⼈材の責任と権限等が
分かりにくいように⾒受けられます。責任と権限をさらに明確にすることは、
審議⼿続きの簡素化や迅速な意思決定にもつながると考えますので、その検
討・改善を望みます。

また、補充原則４−１②の「学⽣が享受できた教育成果を⽰す情報」のうち教
育成果に係る学⽣の満⾜度情報については、現在「学⽣⽣活実態調査」の中で
「授業満⾜度」の項⽬が１問のみ設定され結果が公表されていますが、調査票
回収率は30.0％程度（学部⽣25.2％、⼤学院⽣39.2％）にとどまっており、そ
の把握・公表が不⼗分と考えます。教育成果に係る学⽣の満⾜度情報をいかに
して把握し公表するかについての検討・改善を望みます。

＜意⾒への対応状況＞
・（「原則２−１−３」関係）

本学では、執⾏部の選任、また総⻑⽀援室の設置や総⻑補佐を選任し、ガバ
ナンスの強化・充実を図ったところですが、それぞれの役割を踏まえつつ、今
後その責任と権限がより明確になるよう検討・改善してまいります。
・（「補充原則４−１②」関係）

授業の満⾜度については、各部局においても授業評価アンケートを⾏い、教
育改善を図っておりますが、今後、これらの授業評価の充実・改善を図るとと
もに、卒業⽣に対するアンケート調査を⾏い、教育成果に係る学⽣の満⾜度を
把握し、その結果を公表する等により教育の質の向上につなげる取り組みを実
施してまいります。

その他の⽅法による確認
（該当なし）

監事による確認
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国⽴⼤学法⼈九州⼤学

記載事項 更新の有無 記載欄

ガバナンス・コードの各原
則の実施状況

当法⼈は、各原則をすべて実施しています。

ガバナンス・コードの各原
則を実施しない理由⼜は今
後の実施予定等

（該当なし）

【国⽴⼤学法⼈ガバナンス・コードの実施状況】
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国⽴⼤学法⼈九州⼤学

記載事項 更新の有無 記載欄

原則１−１
ビジョン、⽬標及び戦略を
実現するための道筋

本学は「教育の質を国際的に保証するとともに常に未来の課題に挑戦する活
⼒に満ちた最⾼⽔準の研究拠点となる」ことを基本理念として掲げている。
この実現に向けて、６年間の中期⽬標・中期計画を策定した上で、年度計画
を定めて年度毎に検証を⾏いながら着実に実⾏していくとともに、多様なス
テークホルダー（学内構成員、企業、⼀般市⺠等）に向けて、総⻑就任の６
年間で九州⼤学が⽬指す姿を掲げている。
また、中期⽬標・中期計画等については、学内関係者や学外有識者を含む経
営協議会委員、さらには⺠間企業や地⽅⾃治体との意⾒交換を踏まえて策定
し、これらの情報は本学HPに掲載している。
＜中期⽬標等＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/plan/

さらに、現在、第４期中期⽬標・中期計画の策定に向けて検討を進めるとと
もに、10年後の2030年に向けた九州⼤学の新たなビジョン、⽬標、戦略の策
定等についても取り組んでいるところである。

補充原則１−２④
⽬標・戦略の進捗状況と検
証結果及びそれを基に改善
に反映させた結果等

第3期中期⽬標・中期計画・年度計画や毎年度の業務実績報告書など⽬標・
戦略の進捗状況と検証結果、及びそれを基に改善に反映させた結果等をHP
に掲載している。
＜第3期中期⽬標・中期計画・年度計画＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/plan/chuki/chuki3
＜業務実績報告書＞
https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp/university-evaluation/report/corporate-
list/corporate-3

【国⽴⼤学法⼈ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】



国⽴⼤学法⼈九州⼤学

記載事項 更新の有無 記載欄
【国⽴⼤学法⼈ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

教育・研究・社会貢献機能を果たすべく、役員会、経営協議会、教育研究
評議会や各学部・学府・研究院等組織の役割、権限、責任を明確化した体
制を構築している。各組織の権限と責任の体制については、本学HPにお
いて公表している。
＜運営組織＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/organization/
management/
＜役員会・経営協議会・教育研究評議会の構成＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/organization/
committee/
＜学則＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/
pdf/1/1/2004kisoku001.pdf
＜役員会規則＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/
pdf/61/1/2004kisoku004.pdf
＜経営協議会規則＞

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/
pdf/85/1/2004kisoku005.pdf
＜教育研究評議会規則＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/
pdf/86/1/2004kisoku006.pdf
＜学部通則＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/
pdf/2/1/2004kisoku002.pdf
＜⼤学院通則＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/
pdf/6/1/2004kisoku003.pdf

補充原則１−３⑥（２）
教員・職員の適切な年齢構
成の実現、性別・国際性・
障がいの有無等の観点での
ダイバーシティの確保等を
含めた総合的な⼈事⽅針

「職員の総合的な⼈事⽅針」を策定し、⻑期的な視点に⽴って、本学の教学
運営に必要な多様な経歴等を有する⼈材を計画的に確保・育成しつつ、職
種・職位に応じた年齢構成の適正化と、ダイバーシティ、エクイティ、イン
クルージョンの推進を図っている。
＜職員の総合的な⼈事⽅針＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publication/jinji/

補充原則１−３⑥（１）
経営及び教学運営双⽅に係
る各組織等の権限と責任の
体制

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/organization/management/
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/organization/committee/
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/pdf/1/1/2004kisoku001.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/pdf/61/1/2004kisoku004.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/pdf/85/1/2004kisoku005.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/pdf/86/1/2004kisoku006.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/pdf/2/1/2004kisoku002.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/pdf/6/1/2004kisoku003.pdf


国⽴⼤学法⼈九州⼤学

記載事項 更新の有無 記載欄
【国⽴⼤学法⼈ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

補充原則１−３⑥（３）
⾃らの価値を最⼤化するべ
く⾏う活動のために必要な
⽀出額を勘案し、その⽀出
を賄える収⼊の⾒通しを含
めた中期的な財務計画

国⽴⼤学法⼈九州⼤学の中期計画において、「予算、収⽀計画及び資⾦計
画」を策定し、公表している。
＜国⽴⼤学法⼈九州⼤学の中期計画＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/38740/keikaku31.pdf

補充原則１−３⑥（４）及
び補充原則４−１③
教育研究の費⽤及び成果等
（法⼈の活動状況や資⾦の
使⽤状況等）

教育研究の費⽤及び成果等の公表については、毎年度以下の資料等を作成
し、公表している。
＜財務諸表、事業報告書、決算報告書等＞
https://www.kyushu-
u.ac.jp/ja/university/publication/financial_statements/
＜財務レポート＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publication/report/
＜業務の実績に関する報告書＞
https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp/university-evaluation/report/corporate-
list/list

補充原則１−３⑥（４）及
び補充原則４−１③
教育研究の費⽤及び成果等
（法⼈の活動状況や資⾦の
使⽤状況等）

学内においては、国⽴⼤学法⼈会計基準の規定する「開⽰すべきセグメント
情報」以外のセグメントについても決算情報を開⽰することにより、コスト
意識の醸成を図っている。

学外においては、以下のとおり公表している。
○毎年、財務レポートを発⾏し、財務情報の他に、⾮財務情報を各々のス
テークホルダーに向けて掲載し、九州⼤学の活動状況等を分かりやすく公表
している。
＜財務レポート＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publication/report/
○国⽴⼤学法⼈会計基準を適⽤して財務諸表等を作成・公表している。＜
財務諸表等＞
https://www.kyushu-
u.ac.jp/ja/university/publication/financial_statements/
○中期⽬標、中期計画における各事業年度の業務の実績に関する報告書を作
成し、⼤学の主な取組について公表している。
＜業務の実績に関する報告書＞
https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp/university-evaluation/report/corporate-
list/list



国⽴⼤学法⼈九州⼤学

記載事項 更新の有無 記載欄
【国⽴⼤学法⼈ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

補充原則１−４②
法⼈経営を担いうる⼈材を
計画的に育成するための⽅
針

「法⼈経営を担う⼈材の確保と育成⽅針」を策定し、ダイバーシティ、エク
イティ、インクルージョンの推進を図るとともに、同⽅針を公表している。
＜法⼈経営を担う⼈材の確保と育成⽅針＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publication/jinji/

本学職員のうち、⼈格が⾼潔で、学識が優れ、かつ、⼤学における教育研究
活動を適切かつ効果的に運営することができる能⼒を有する者を、総⻑等を
補佐するポストへ登⽤するとともに、⼤学経営で求められる能⼒の養成や国
内外の⼈的ネットワークの構築を⽬的とした研修プログラムの受講機会の提
供を通じて、⼤学マネジメントの感覚や専⾨性を磨く機会を増加させるな
ど、将来の法⼈経営を担う⼈材の育成を図っている。

【⼈材の登⽤状況】
・理事：8名（うち⼥性2名、外部⼈材2名）
・副学⻑：10名（うち⼥性2名）
・副理事：10名（うち⼥性2名、外国⼈1名）
・総⻑補佐：15名（うち⼥性1名）



国⽴⼤学法⼈九州⼤学

記載事項 更新の有無 記載欄
【国⽴⼤学法⼈ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

学則、選考等に関する規則等を定めて責任と権限等を明確にした上で、総⻑
は、理事、副学⻑、副理事等を任命し、主な任務等について分掌させてい
る。加えて、⼤学経営に係る戦略原案及び事業計画原案の⽴案等をサポート
する総⻑⽀援室を設置し、さらには総⻑補佐を選任・配置するなど総⻑の意
思決定や業務執⾏をサポートする体制を整備している。

また、「職員の総合的な⼈事⽅針」及び「法⼈経営を担う⼈材の確保と育成
⽅針」に基づく、多様な経歴等を有する⼈材の計画的な確保・育成を通じ
て、ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンを推進し、将来の法⼈
経営を担う⼈材の育成を図っている。
＜学則＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/
pdf/1/1/2004kisoku001.pdf
＜理事選考等規則＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/
pdf/549/1/2004kisoku072.pdf
＜副学⻑選考等規則＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/
pdf/550/1/2014kisoku036.pdf
＜副理事選考等規則＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/
pdf/551/1/2014kisoku037.pdf
＜役員等紹介（理事等の主な任務）＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/organization/
officer/
＜職員の総合的な⼈事⽅針＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publication/jinji/
＜法⼈経営を担う⼈材の確保と育成⽅針＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publication/jinji/

原則２−２−１
役員会の議事録

国⽴⼤学法⼈法第１１条第３項に定める法⼈経営に係る重要事項について適
時かつ迅速な審議を⾏い、本学HPに役員会の議事録を公開している。
＜役員会の議事録＞
https://www.kyushu-
u.ac.jp/ja/university/publication/conference/record/yakuin/

原則２−１−３
理事や副学⻑等の法⼈の⻑
を補佐するための⼈材の責
任・権限等

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/pdf/1/1/2004kisoku001.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/pdf/549/1/2004kisoku072.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/pdf/550/1/2014kisoku036.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/pdf/551/1/2014kisoku037.pdf
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/organization/officer/


国⽴⼤学法⼈九州⼤学

記載事項 更新の有無 記載欄
【国⽴⼤学法⼈ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

原則２−３−２
外部の経験を有する⼈材を
求める観点及び登⽤の状況

「法⼈経営を担う⼈材の確保と育成⽅針」を策定し、ダイバーシティ、エク
イティ、インクルージョンの推進を図るとともに、将来の法⼈経営を担う⼈
材を確保するため、多様な経歴を持つ者等の採⽤を積極的に⾏っている。
また、同⽅針で「外部⼈材の登⽤の観点」を定め、多様な分野における経験
や有意義な知⾒を法⼈経営に活かすことのできる外部⼈材を、理事として登
⽤している。
＜法⼈経営を担う⼈材の確保と育成⽅針＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publication/jinji/

補充原則３−１−１①
経営協議会の外部委員に係
る選考⽅針及び外部委員が
役割を果たすための運営⽅
法の⼯夫

学外委員の選任にあたっては、選考⽅針を定め、産業界、関係⾃治体、⼤学
関係者等、多様な関係者からの参画を求めている。また、学外委員の⽅々が
その役割を⼗分に果たせるよう、本会議の運営に際しては、各回において、
本学の将来構想、予算・決算等の本学経営に関する重要事項を議題設定し、
活発な意⾒交換等を⾏っていただけるように努めている。
＜学外委員の選考⽅針等＞
https://www.kyushu-
u.ac.jp/ja/university/information/organization/committee/

補充原則３−３−１①
法⼈の⻑の選考基準、選考
結果、選考過程及び選考理
由

令和２年度に⾏った総⻑選考は、令和２年３⽉１９⽇に本総⻑選考会議が定
めた「次期総⻑に求められる資質・能⼒・ミッション、取り組むべき課題」
を踏まえ、総⻑選考会議の権限と責任において、慎重かつ必要な議論を尽く
し、適正に選考を⾏い、基準、選考結果、選考過程及び選考理由を公表して
いる。
選考過程において意向投票を⾏っているが、構成員の意向を確認し、学⻑選
考会議の参考とするために⾏ったものであり、最終的には候補者の所信表
明、ヒアリング等を参考に総⻑選考会議の責任と権限の下、主体的に候補者
を選考している。
＜総⻑選考＞
https://www.kyushu-
u.ac.jp/ja/university/information/presidential_selection

補充原則３−３−１②
法⼈の⻑の再任の可否及び
再任を可能とする場合の上
限設定の有無

令和元年６⽉３０⽇に開催した総⻑選考会議において、総⻑の任期及び再任
の可否について検討を⾏い、任期は現⾏どおり６年、再任不可とすることと
した。また、「国⽴⼤学法⼈九州⼤学総⻑の任期に関する規則」を本学ホー
ムページ（学内外）に公表している。
＜国⽴⼤学法⼈九州⼤学総⻑の任期に関する規則＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/
pdf/548/1/2004kisoku192.pdf

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/pdf/548/1/2004kisoku192.pdf


国⽴⼤学法⼈九州⼤学

記載事項 更新の有無 記載欄
【国⽴⼤学法⼈ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

原則３−３−２
法⼈の⻑の解任を申し出る
ための⼿続き

令和２年９⽉１８⽇に開催した総⻑選考会議において、総⻑の解任の申出に
係る⼿続きについて検討し、「国⽴⼤学法⼈九州⼤学総⻑解任の申出に関す
る規則」を制定した。本規則は本学ホームページ（学内外）に公表してい
る。
＜国⽴⼤学法⼈九州⼤学総⻑解任の申出に関する規則＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/41505/%E8%A7%A3%E4%BB%BB%E3%
81%AE%E7%94%B3%E5%87%BA%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%
E3%82%8B%E8%A6%8F%E5%89%87.pdf

補充原則３−３−３②
法⼈の⻑の業務執⾏状況に
係る任期途中の評価結果

令和２年９⽉１８⽇及び令和３年１⽉２６⽇に開催いた総⻑選考会議におい
て、「総⻑の業務の執⾏状況に関する申合せ」の改定案について検討し、中
間評価については、総⻑のヒアリングを実施し、総⻑就任後３年間の執⾏状
況の確認を⾏い、その結果を本⼈に提⽰し、今後の法⼈経営に向けた助⾔等
を⾏うとともに、当該評価結果を公表することとしている。
<総⻑の業務執⾏状況の確認に関する申合せ>
https://www.kyushu-
u.ac.jp/f/42558/confirmation_of_conduct_of_affairs.pdf

原則３−３−４
⼤学総括理事を置く場合、
その検討結果に⾄った理由

令和２年９⽉１８⽇に開催した総⻑選考会議において、最も経営⼒を発揮で
きる体制の在り⽅について検討し、現時点では経営と教学を分離せず、⼤学
総括理事は置かないことを確認した。また、引き続き、他⼤学の状況に関す
る情報を収集、研究しつつ、検討を⾏うこととした。

社会からの理解と⽀持を得るとともに、適切に連携・協働を⾏うため、法令
に基づく事項に加え、法⼈経営や教育・研究・社会貢献活動に関する事項に
ついても本学HP等において積極的に公表している。
＜公表事項＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publication/
＜社会連携推進室 公開講座の案内等＞
https://cooperation.kyushu-u.ac.jp/
＜⼤学ポートレート＞
https://portraits.niad.ac.jp/univ/outline/0368/0368.html

https://www.kyushu-u.ac.jp/f/41505/%E8%A7%A3%E4%BB%BB%E3%81%AE%E7%94%B3%E5%87%BA%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%8F%E5%89%87.pdf


国⽴⼤学法⼈九州⼤学

記載事項 更新の有無 記載欄
【国⽴⼤学法⼈ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

また、本学の業務の適正を確保するための体制を整備・運⽤することで適正
な法⼈経営を確保している。なお、業務の適正を確保するための体制につい
ては、国⽴⼤学法⼈九州⼤学の業務の適正を確保するための体制等に関する
規則に定めており、本規則を本学HPにおいて公表している。
＜国⽴⼤学法⼈九州⼤学の業務の適正を確保するための体制等に関する規則
＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/
pdf/436/1/2014kisoku128.pdf
〔規則等概要〕
 理事・部局⻑等は、マニュアルの整備、リスク評価と対応、業務適正確保
に係る定期的な調査・評価等を実施。総務担当理事は、理事・部局⻑等が
⾏ったリスク評価と対応や業務適正確保のシステムの定期的な調査・評価を
取り纏め、役員会に報告

原則４−１
法⼈経営、教育・研究・社
会貢献活動に係る様々な情
報をわかりやすく公表する
⼯夫

社会からの理解と⽀持を得るとともに、適切に連携・協働を⾏うため、法令
に基づく事項に加え、法⼈経営や教育・研究・社会貢献活動に関する事項に
ついても本学HP等に掲載し、多様な関係者に向けて本学の活動状況等を分
かりやすく公表している。
＜公表事項＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publication/
＜社会連携推進室 公開講座の案内等＞
https://cooperation.kyushu-u.ac.jp/
＜⼤学ポートレート＞
https://portraits.niad.ac.jp/univ/outline/0368/0368.html

補充原則４−１①
対象に応じた適切な内容・
⽅法による公表の実施状況

本学はそれぞれの活動ごとに多様な関係者を有しており、情報の公表を⾏う
に当たり、本学の活動が分かりやすく伝わるよう、適切な対象、内容、⽅法
等を吟味している。公表の⽅法は主にHPを通じて⾏っているが、情報の受
け⼿が多様であることを考慮し、⼤学ポートレートを活⽤したり、広報誌や
各種パンフレット等も活⽤している。
＜公表事項＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publication/
＜社会連携推進室：公開講座の案内等＞
https://cooperation.kyushu-u.ac.jp/
＜⼤学ポートレート＞
https://portraits.niad.ac.jp/univ/outline/0368/0368.html

基本原則４及び原則４−２
内部統制の仕組み、運⽤体
制及び⾒直しの状況

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/information/rule/rulebook/pdf/436/1/2014kisoku128.pdf


国⽴⼤学法⼈九州⼤学

記載事項 更新の有無 記載欄
【国⽴⼤学法⼈ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

学⽣がどのような教育成果を享受することができたのかを⽰す情報として、
学⽣が⼤学で⾝に着けることができる能⼒、学⽣の満⾜度、学⽣の進路状況
等を公表している。具体的には、各学部・⼤学院のウェブサイトにて、教育
課程を修了することにより学⽣がどのような能⼒を⾝に着けることができる
のかをディプロマポリシーとして、教育の⽬的や参照基準、到達⽬標などを
掲載し、カリキュラムポリシー（カリキュラム・マップ）及びアドミッショ
ンポリシーと関連づけて公表している。
また、学⽣の満⾜度については、授業の満⾜度等に関する項⽬を含めた学⽣
⽣活実態調査を定期的に実施・公表することは、もとより、新キャンパス移
転開始時に始まった伊都キャンパスの⽣活状況等に関する学⽣アンケート
（毎年実施）や、最近ではオンライン授業に関するアンケート（８⽉）を実
施するなど、時々のトピックに合わせた学⽣の満⾜度の調査も実施し公表し
ている。
進路状況については、毎年、主な就職先を学部・⼤学院のウェブサイトに公
表するだけではなく、新⼊⽣の⼤学案内に進路状況を掲載し、受験⽣への情
報提供も積極的に⾏っている。

＜３つのポリシー＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/education/policy/
＜学⽣⽣活実態調査＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publication/statistics/
research/
＜オンライン授業に関するアンケート＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/40309/20_08_11_01.pdf
＜伊都キャンパス学⽣⽣活調査＞
https://campus.kyushu-u.ac.jp/archive/
＜進路状況＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/education/employment/situation/place
＜⼤学案内＞
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publicity/publications/
information/

補充原則４−１②
学⽣が享受できた教育成果
を⽰す情報

https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publication/statistics/research/
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publicity/publications/information/


国⽴⼤学法⼈九州⼤学

記載事項 更新の有無 記載欄
【国⽴⼤学法⼈ガバナンス・コードの各原則に基づく公表内容】

■独⽴⾏政法⼈等の保有する情報の公開に関する法律第２２条に規定する情
報（組織、業務、財務に関する基礎的な情報等）
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publication/corporation/
■医療法施⾏規則第７条の２の２及び同規則第７条の３に規定する情報（管
理者の資質及び能⼒に関する基準、理事会等病院の意思決定を⾏う組織の委
員名簿、委員の選定理由）
https://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/info/regulations/
■医療法施⾏規則第１５条の４第２号に規定する情報（医療の安全に関する
監査委員会の委員名簿、委員の選定理由）
https://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/info/iryou_anzen/
■国⽴⼤学法⼈法第１２条第８項に規定する情報（総⻑選考の結果等）
https://www.kyushu-
u.ac.jp/ja/university/information/presidential_selection
■国⽴⼤学法⼈法第１３条第２項に規定する情報（理事の任命）
https://www.kyushu-
u.ac.jp/ja/university/information/organization/officer/
■国⽴⼤学法⼈法第１３条の２第３項に規定する情報（⼤学総括理事の任
命）
該当なし
■国⽴⼤学法⼈法第１７条第５項に規定する情報（理事の解任）
該当なし
■国⽴⼤学法⼈法第３１条第５項に規定する情報（中期計画）
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/plan/chuki/
■国⽴⼤学法⼈法第３１条の２第３項に規定する情報（業務の実績等に関す
る⾃ら評価を⾏った結果を明らかにした報告書）
https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp/university-evaluation/report/corporate-
list/list
■独⽴⾏政法⼈通則法第３条第２項に規定する情報（業務の内容）
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publication/corporation/
■独⽴⾏政法⼈通則法第２８条第３項に規定する情報（業務⽅法書）
https://www.kyushu-u.ac.jp/f/5767/houhou.pdf
■独⽴⾏政法⼈通則法第２８条の４に規定する情報（評価結果の反映状況）
https://www3.ir.kyushu-u.ac.jp/university-evaluation/report/corporate-
list/corporate-3

■独⽴⾏政法⼈通則法第３１条第１項に規定する情報（年度計画）
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/plan/chuki/chuki3
■独⽴⾏政法⼈通則法第５０条の２第２項に規定する情報（役員の報酬等）
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publication/corporation/
■独⽴⾏政法⼈通則法第５０条の１０第２項に規定する情報（職員の給与
等）
https://www.kyushu-u.ac.jp/ja/university/publication/corporation/

法⼈のガバナンスにかかる
法令等に基づく公表事項




